
首都直下地震道路啓開計画（初版（案））の策定について（案）
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・民間事業者との連携
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４．今後の課題

平成２６年７月
国土交通省「南海トラフ巨大地震
首都直下地震対策本部」

八方向作戦による
道路啓開方針を決定

平成２６年７月～
関東地方整備局「首都直下地震
道路啓開計画検討協議会」

○メンバー：
・国土交通省、関東地方整備局
・東京都、首都高速
・NEXCO東日本、NEXCO中日本
・警察庁、警視庁
・防衛省、陸上自衛隊
・消防庁、東京消防庁等
○検討内容：
・八方向作戦における啓開の
・手順、体制等の具体化等

八方向作戦の集結拠点（直轄）

優先啓開ルート（西方向）

防災実動訓練
（関東地方整備局）

代々木（出）
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・必要資機材は、各方面別に備蓄することを原則として、設定した備蓄場所に適正に配
備。（下図）
・人員等の班体制は、災害時協定の締結又は見直しにより、集結場所への自動参集・
支援体制等を確立。

＜訓練・事前広報の実施＞
・被災後に適確に対応するため、関係機関の連携・協力のもと、訓練・事前広報を実施。

Ｈ２６
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☆
第１回

☆
第２回

☆
第３回

☆
第４回

首都直下地震道路啓開計画（初版（案））の概要（案）
～検討経緯～
・首都直下地震発災後の速やかな道路啓開を実施すべく、道路管
理者と関係機関が連携した道路啓開のあり方を検討するため、
『首都直下地震道路啓開計画検討協議会』を平成26年7月に設置。

（計画の背景・目的）

・人口や資産、あらゆる機能が高度に集積す
る首都圏では、首都直下地震の発生により
甚大な被害が危惧。（右図）
・東日本大震災の際の「くしの歯」作戦のよう
な迅速な道路啓開が、人命救助や緊急物
資の輸送、さらには復旧・復興に大きく寄与。
・迅速な道路啓開が可能となるよう、道路啓
開の考え方や手順、事前に備えるべき事
項等を定めた具体的な道路啓開計画を立
案。

（八方向作戦）

・首都直下地震発生の際、都心に向けた八
方向（八方位）毎に優先啓開ルートを設定
し、一斉に道路啓開を進行（八方向作戦）。

・高速道路、国道、都道の被災箇所・規模が
比較的小さい路線・区間を交互に組み合わ
せて優先啓開ルートを設定。現地状況に応
じて柔軟に対応しつつ、上下線各1車線の
道路啓開を実施。

・人命救助の72時間の壁を意識し、発災後
48時間以内に各方向最低1ルートは道路啓
開を完了することを目標。

＜道路啓開候補路線の選定＞
・八方向作戦を実施する候補となる道路啓開候補路線として、下図・表に示す高速道
路、国道、都道を選定。

＜タイムラインの作成＞
・発災後いつ何をするかについて明らかにした具体的な行動計画（以下、タイムライン）
を八方向作戦の方向別に今後作成。
・作成にあたり、一定の仮定のもと、出来るだけ現実的な被災状況（種別・箇所）を八方
向それぞれで想定。
・この被災想定に基づき、優先啓開ルートの設定及び啓開の流れを構築。

＜道路啓開の手順＞
①被災状況の把握・集約及び区間指定

直ちに初動体制を立ち上げ、速やかに被

災状況の把握。被災状況を関東地方整備
局に情報集約。各道路管理者は、災害対
策法第76条の6の規定に基づく区間を指定。

②優先啓開ルートの決定 （右図）

関東地方整備局は関係道路管理者と調整
しつつ、優先啓開ルート案を作成し、国土
交通本省と情報共有を行い決定。

③人員・資機材の集結
優先啓開ルートの啓開に必要な人員・資機

材を他の管理路線・区間の啓開に優先して
集結場所に参集。

④啓開の実施
各道路管理者は、優先啓開ルートの道路

啓開を優先的に実施。責任啓開事務所が
それぞれの方向の連絡・調整を実施。啓開
後に一般車両の進入の防止措置を道路管
理者が必要に応じて適切に実施。なお、必
要に応じて警察による交通規制を実施。

＜関係機関の連携＞
・迅速な道路啓開及びその後の輸送ルート確
保にあたり、道路管理者が適切な役割分担
の下、関係機関と情報共有。

スパイラルアップ

方向
道路啓開
候補路線

南
首都高湾岸線
首都高横羽線
国道15号、国道1号

南西
東名高速、第三京浜
首都高3号線
国道246号

西
中央道
首都高4号線
国道20号

北西
関越道、首都高5号線
国道17号、国道254号
目白通り

北
東北道
首都高川口線
国道4号、国道122号

北東

常磐道、首都高6号線
国道14号
京葉道路、都高7号線
国道6号

東
首都高湾岸線
東関東道
国道357号

南東 東京湾アクアライン
図 八方向作戦の道路啓開候補路線と備蓄場所

写真 協議会開催状況

図 協議会開催スケジュール

表 八方向別の
道路啓開候補路線

図 優先啓開ルートの例（西方向）

【優先啓開ルートの例（西方向） ：高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合】
集結場所（下高井戸資材置場）→国道２０号→首都高４号新宿線→国道２０号→都心

３．発災後の対応

・協議会は、国土交通省、関東地
方整備局、東京都、東日本高速
道路㈱、中日本高速道路㈱、首
都高速道路㈱、警察庁、警視庁、
防衛省、陸上自衛隊、消防庁、
東京消防庁により構成。

・平成26年7月の第1回会議
以降、4回にわたり開催。 図 「首都直下地震」想定震度分布※１

図 首都直下地震に備えた

“八方向作戦”による道路啓開

１．計画の概要

＜情報伝達・通信手段・伝達手段＞

・災害時の通信手段の確保のため、通信設備の検討・配備。
・一般の方々への効果的な周知方法やその情報提供内容等の検討。

＜技術開発・技術力の向上＞
・大量に存在する路上車両の撤去に向け、技術習得に向けた訓練を実
施。より迅速かつ効率的な車両撤去が可能となる技術開発を推進。

＜道路管理者の体制の確保＞
・道路管理者によっては、職員や協定会社の参集方法の検討等、常時
対応可能な体制を確保。

＜計画のスパイラルアップ＞
・定期的な訓練等を通じ、各プロセスにおける課題の把握・検証・改善を
行い、計画のスパイラルアップを図る。

写真 関東地方整備局等の防災実動訓練（平成26年10月）

フォーク付ホイールローダー フォークリフト

大型レッカー

段差補修（土のう）

段差補修（その他技術）

＜人員・資機材等の体制構築＞
・迅速な啓開に向け、想定される被災量に応じた啓開能力（資機材・班体制）を確保。
・想定した被災量のもと、48時間での啓開に必要な資機材・班体制を設定。

２．事前の備え

集結場所より都心方向
に国道２０号を啓開。

首都高４号新宿線の重大
被災箇所を回避し、初台Ｒ
から首都高４号線を降りて、
国道２０号を啓開。
そのまま都心部に至る。

重大被災の発生（新宿付近の急曲線箇所）

※１震度分布図の出典
※１「首都直下地震の被害想定と対策について
※１（最終報告）」（平成25年12月）

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が
大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

永福Ｒから路上車両の台
数が少ないと想定される、
首都高４号新宿線を啓開。

代々木（出）

※上記については、都心近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。
※上記以外にも大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する対応を回避するため

想定の対象としていない。
※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の被災は想定と異なる場合

がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。

４．今後の課題

優先啓開ルート

重大被災想定箇所

直轄国道の集結拠点

【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ 高速ＯＦＦ

＜凡例＞

凡例
・道路啓開候補路線

国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道

西方向
北西方向
北方向

（直轄）
都心
南方向
南西方向

・備蓄場所

北東方向
東方向
南東方向

（ＮＥＸＣＯ）
東日本
中日本


